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午後１時３０分開会 

○中根センサス統計調整官 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第３回2025

年農林業センサス研究会を開催いたします。 

委員の皆様におかれましては、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。また、昨日、小寺委員から急遽欠席の連絡がございましたので、ご報告させてい

ただきます。なお、準備の都合上、出席者名簿等はそのままとさせていただいております

が、ご了承いただきたいと思います。 

それではお手元の資料等を確認させていただきます。 

議事次第の下段に資料一覧を掲載しておりますので、ご覧いただきながらご確認をお願い

いたします。 

資料１、2025年農林業センサスの効果的な広報活動について、資料１－１、2020年農林

業センサス広報活動実績一覧、資料１－２、国勢調査、経済センサス活動調査の主なメデ

ィア広報展開、資料１－３、令和２年国勢調査実施状況（広報・協力依頼編）、資料２、

農林業経営体調査の調査項目の見直しについて、資料２－１、主な調査項目の見直し

（案）【削除する調査項目】、資料２－２、主な調査項目の見直し（案）【簡素化する調

査項目】、資料２－３、主な調査項目の見直し（案）【新規拡充する調査項目】、資料２

－４、主な調査項目の見直し（案）【拡充する調査項目】、資料３、農山村地域調査（農

業集落調査）について（案）、資料４、第２回2025年農林業センサス研究会における委員

意見に対する見解及び対応方向について、以上となっております。 

なお、資料４につきましては、一部修正があり、郵送した資料とは別に、昨日、修正版

をメールでお送りしていますので、そちらをご覧いただきますようお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

それではこれから議事に入っていただきたいと思います。安藤座長、よろしくお願いい

たします。 

〇安藤座長 それでは、お手元の議事次第に沿って議事に入りたいと思います。 

議事の進め方ですが、これまでのように、議事毎に事務局からの説明を受け、委員から

のご質問、ご意見を基に取りまとめを行った上で、次に進めることにしたいと思います。 

では、最初に、議事（１）2025年農林業センサスの効果的な広報活動について、事務局

より資料の説明をお願いいたします。 

〇東課長補佐（農林業センサス統計第１班担当） それでは、2025年農林業センサスの効
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果的な広報活動につきまして、資料１から資料１－３でご説明させていただきます。 

まず資料１をご覧ください。１に記載してございますが、農林業センサスの実施にあた

っては、毎回、調査対象者であります農林業経営体や調査協力の後押しをお願いする観点

から農林業関係団体の皆さんにも広く広報活動を実施しております。 

資料１－１をご覧いただきますと、前回2020年農林業センサスの広報活動を一覧にまと

めてございます。順不同になりますがいくつかご紹介させていただきますと、広報文の掲

載として、統計部が実施している統計調査の公表資料や地方自治体が発行する広報誌に農

林業センサス実施の広報文を掲載したり、ポスターやリーフレットをこちらで作成して関

係機関へ配布し、掲示や配布、取り置き等の協力をいただきながら実施しました。 

また、農林業センサスのキャンペーンサイトを農林水産省や地方自治体のホームページ

で展開しましたが、その周知方法としまして、キャンペーンサイトのＱＲコードを作成し

て、ポスター、パンフレットに掲載するとともに、地方公共団体が発行する広報誌への掲

載も依頼したところです。 

２ページになりますが、メールマガジン、フェイスブックやツイッター等のSNSによる

PRも地方自治体の皆様にもご協力をいただきながら行いました。 

また、回覧版を活用した周知も行いつつ、農業等の関連ワードを検索した際に広報文を

表示するリスティング広告や、農業者や農業に関心のある方の関心の高いSNSやホームペ

ージ、新聞等にバナー広告の掲載にも取り組んだところです。 

この他としましては、政府広報による広報として、政府広報ラジオでスポットＣＭを放

送したり、農業者の購読率が高いと思われる新聞・雑誌に広告掲載しました。 

３ページ以降に、ただいまご紹介しました取組を添付しましたが、３ページがシンボル

マークとマスコットキャラクター、それから、ポスター、パンフレットです。 

４ページが農林業センサスキャンペーンサイトで、ここで広報動画もご覧いただけるよ

うにしておりました。 

５ページがメールマガジンとフェイスブックの広報文。 

６ページが地方公共団体の皆様へお送りして、自治会の回覧版として使っていただいた

雛形です。 

それから最後の７ページが各種マスコミへのPRとして、農林水産省ホームページでお知

らせしたプレスリリースです。 

資料１に戻っていただきまして、５年前の当時、我々としても考え得る広報活動を行っ
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てきたわけですけれども、２に記載してございますが、地方公共団体の皆様からは、「農

林業センサスの知名度が低く、調査の実施が十分に伝わっていないのではないか」、「ポ

スター、パンフレットが地味で目につきにくく、効果が限定的だった」、それから、「都

市部は非農業従事者が多いので、農業関係者以外への周知が足りないのではないか」とい

ったご意見をいただいたところです。 

調査の規模が違うので、ある意味、直接比較はできませんが、総務省が実施をしている

国勢調査や経済センサスといった基幹統計では、ご存知のように有名芸能人を積極的に活

用したメディア広告が実施されております。参考として、2020年農林業センサスの広報予

算額を下の方に記載してございますが、農林業センサスにおいては、限られた予算の中で

いかにして効果的な広報活動を展開していくのか、その方策について検討していく必要が

あると考えております。 

資料１－２に国勢調査と経済センサス活動調査の主なメディア広報展開を整理させてい

ただきましたが、ご覧のとおり、農林業センサスに比べ、特に国勢調査はメディア広報が

充実していることが見てとれるかと思います。 

また、資料１－３として、令和２年国勢調査実施状況をお付けしています。 

これは、令和２年、国勢調査有識者会議で配布された資料でございまして、少し参考に

なるような取組の部分をご紹介させていただきますが、４ページをご覧いただきますと、

広報の効果測定を行っておりまして、広報の接触状況について見ますと、国勢調査の広

報・話題を見聞きした方が78％おり、これを広報媒体別に見ると、テレビＣＭが60.6％と

最も多く、テレビ番組、新聞広告、インターネット広告がそれぞれ18.4％、15.0％、

14.2％といった結果になっているようでございます。 

５ページに年代別の接触状況もございますが、テレビＣＭは全年代で５割以上と最も高

く、次いで30代、40代はインターネット広告、50代、60代はテレビ番組が高い傾向にある

ようです。 

また、見聞きしていない方は、若い年代ほど高いといった傾向もあるようです。 

６ページに訴求内容の認知状況がございますが、見聞きした人のうち、覚えている事柄

としては、85.4％の方が国勢調査が実施されていることを覚えておられ、国が実施する重

要な調査であることや、10月１日時点の状況を回答する調査であることなども比較的覚え

ておられる一方で、調査結果が行政サービスや身近な暮らしのために活用されていること

は他と比べて低い結果となっているようです。 
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７ページになりますが、広報素材のうち、リーフレット、テレビＣＭ映像、広報サイト

を対象に印象を聞いたところを、３素材とも全体的な雰囲気やデザインの印象や起用され

たタレントの印象は８割以上の方が印象が良いと感じておられるようです。 

８ページから10ページにはマンションの管理会社や関係府省・団体等への協力依頼の状

況でありますとか、11ページから12ページには地方公共団体で独自に実施した広報が紹介

されております。 

農林業センサスは農業に関する調査であり、調査対象が異なることから、そのまま農林

業センサスに馴染むかという課題はありますが、検討する際の参考にしたいと考えていま

す。 

以上でございます。 

○安藤座長 ありがとうございました。 

予算が限られる中で、いかにして広報活動を実施していくかという内容でした。ただい

まの事務局からの説明に関して、ご質問ご意見をいただきたいと思います。 

ウェブで出席の方ばかりですが、ご意見ご質問がある方は、画面へ向かって挙手をお願

いいたします。ご専門の古閑委員からご意見あるかと思いますが、いかがでしょう。 

○古閑委員 それでは、私の方からよろしいでしょうか。 

ご説明ありがとうございました。 

まずですね、広報活動をより効果のあるものしていくためには、どういったメディアで

どういったメッセージを発信するかという両方を考えることが重要になるかと思いますけ

れど、ご説明いただいた国勢調査の件に関しましては、そもそもの認知状況、広報予算の

規模から考えますとそのまま当てはめるのは難しいかなという印象を受けました。 

ただし、やはりテレビの力だったり、次にデジタルの公告の印象が強いというのは参考

にできる点かと思います。これまでの活動等々拝見しまして、別途今回の調査の対象にな

られる方の年齢が60代から70代の方が半数以上を占めるということも共有いただきました

が、正直70代の方のメディア接触のデータがない中なので、若干、こちらの推定とかサン

プルが少ない中でのデータを基にお話をしたいと思っております。 

 まず、どのメディアを使うべきかということですけれども、もし、仮に次回も前回同等

の予算額だとしますと、おそらく、テレビとか新聞とかいわゆるマスメディアを使うとい

うのはなかなか難しいかなというふうに考えております。 

（１）の資料でご説明いただきました中で言いますと、やはり重要なのはそもそもかな
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り限られた、すごくセグメントされた方にお伝えする必要があるということがありますと、

そういったセグメントができることですとか、農林業に直接的に関連した行動や場所にフ

ォーカスするというのが、非常に肝要かなというふうに思っています。 

日常、動線上にあるものというのは関連団体だったりとかのポスター、中長期で告知で

きるものは残せばいいかと思いますけれども、セグメントできるという観点ではやはり、

今後2025年のことを考えても、よりデジタルの広告の方をうまく活用されるのがいいので

はないかなというのが個人的な感想になります。こちらは③の都市部の方々への告知とい

う意味でも、非常に有効かなというふうには思います。 

細かい話ですが、いくつか展開されていたデジタルの中でも、12番のリスティングの公

告等々はですね、一般的なクリックの率よりもかなり高い数字ですので、やはりこういう

興味関心、ワードみたいなものをうまく使っていく必要があるかなと、こういうふうには

思っております。 

ただですね、ちょっと今日申し上げた点ですけれども、メディアの環境の変化、特にデ

ジタルの変化は非常に激しいものがありますので、昨日今日もツイッターのニュースで皆

さん驚かれているかと思います。いつそういうことが起こるかわからないことを考えます

と、より実査の時期に最適なデジタルのメニューを組むことが大前提かなというふうに思

います。また、オンラインの調査も検討されているとか、実施するというふうに伺ってま

すけれども、マイナンバー等々での対象者の抽出が可能になればですね、よりシームレス

なサイトへの誘引というのも可能になるかなというふうに思っております。 

メッセージとか表現の件に関しましては、皆さんいろいろご意見があるかと思いますけ

れども印象としてはやはり、デジタルにしても数秒で、皆さんの生活の中で公告を１分も

見ることがないかと思いますので、そういった観点で言うとややちょっとイメージ寄りで

あったかなというような印象を受けます。より調査名が大きく表記するとか、行動喚起、

協力を依頼する部分を強調したもので、視認性を上げると思った次第です。私からは以上

です 

○安藤座長 ありがとうございました。 

今のご意見に関しまして、事務局の方、いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 ありがとうございました。 

只今いただいたご意見を踏まえて、デジタル広報については、できる限りのことをやっ

ていかなければならないと思います。また、オンライン調査のご指摘をいただきましたが、
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この点については、デジタル公告の推進にもなりますが、調査対象者の回答の正確性や、

統計作成業務の効率化にも繋がりますので、是非ここも進めたいと思います。ご指摘の通

り実査までまだ２年ほどありますので、是非検討していきたいと思っております。 

もう１点そういうデジタルを進める上において、資料１の一番下に括弧書きで、参考と

して前回の予算を書いています。大体5,500万円位の予算なんですが、そのうち地方予算

の2,800万円は回覧版の作成ということになっております。この辺りの効果について、も

し坪谷委員とか山﨑委員とか、実際に調査にお答えいただく方にこうかをお尋ねしたいと

思います。前回のセンサスでは、資料の３ページにあるポスター、リーフレット、６ペー

ジにある回覧版を作ったのですが、こういうものを実際にご欄になられたものなのか。一

生懸命本省の方で普及してるのですが、その効果がないのであれば、もう少しデジタル広

報の方に予算をシフトしないといけないと思います。でも、こういうものが目についてそ

れなりに効果があるのであればやめてしまうのではなく、こういうものと並行的にデジタ

ル広報も進めていかないといけないと思っています。もしその辺り、実際に調査の現場の

方で前回行ったものが目についたのかどうかとか、もっとこうした方がいいのではないか

というご意見があればいただけると、あわせて検討したいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○安藤座長 実際にこの調査に回答された方にご意見を伺いたいと思います。坪谷委員、

いかがでしょうか。 

○坪谷委員 新潟の坪田です。 

回覧版というのはですね、私の地域では、隣組という組織があって、そこを中心に回っ

てくる。その範囲が大体その１組織で10軒から12～13軒でしょうかね。 

かつては、その中の半分以上が農業者だったんですが、今、ざっくり見渡すと、３分の

１以下しか農業者がいなくなって、かなりうちの集落の周りでは、もう小規模農家が辞め

ていってる状況なんですね。これが多分、2025年のセンサス時には、もっと極端な話、農

業者がもうほぼ１割程度しかいなくなるんじゃないかなという気がします。 

そうすると、果たして今まで通りの回覧版が有効なのか、これは、例えば、言い方は悪

いですが、中山間地だったり、隣組の中に農家がいっぱいまだいるようなところは回覧版

は有効でしょうが、例えば都市部とか、回覧板の制度がそもそも崩壊してる場所とかです

ね、集落の中の隣組の中で、農業者が一人しかいないというようなところもあると思うの

で、必ずしもその回覧板が有効というふうには、ちょっと考えにくいかなと思いますし、
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そういった時にはフェイスブックだったり、デジタルのSNSというのが、かなり有効にな

ってくるんじゃないかと思います。 

もう一方は、私はほとんどテレビを自宅で見る機会がないですね、ほとんどYoutube、

もしくは、Yahoo!あと有料のAbemaとか、そういうところでローカル局を含むテレビをつ

ける時間がないような状況なんで、やはりそのSNS等のデジタルを活用した広報の方にシ

フトしていく時期なんじゃないですかねと思います。以上です。 

○安藤座長 ありがとうございました。山﨑委員、いかがでしょうか。 

○山﨑委員 はい、先ほど坪谷委員もおっしゃっていたように、この回覧版というのは、

やはり私たちの地域でも、今農業している人たちがどんどん少なくなってきてまして、土

地の流動化が進んでいますので、正直回覧版の効果っていうのはちょっと低いのかなって

いうのが、私の意見です。 

あとやはりSNSの効果っていうのは、今、誰でも携帯電話を持っていて、年配の方でも

携帯電話でニュースを見たりとか簡単にできるので、そういうようなSNSの効果に期待っ

ていうのはあるんじゃないかなと思います。以上です。 

○安藤座長 ありがとうございました。 

農村社会の構造が大きく変わっており、回覧板の効果には少し疑問符がつくというご意

見だったかと思います。よろしいですか。 

○清水センサス統計室長 ありがとうございます。 

次回センサスの広報については調査実施前年に、民間事業者に提案をもらいながら、ど

ういう広報をするかを決定していきたいと思っていますが、その契約の仕様を決める時に、

前回の予算でいくと半分以上を回覧板に使っているということは、予算の使い方として、

効果的ではないのではないかというご意見をいただきましたので、今後はデジタル広報に

力を入れて予算を有効的に使うようなことを検討していきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

○安藤座長 それでは議事（２）農林業経営体調査における調査項目の見直しについて、

事務局より資料の説明をお願いいたします。 

○東課長補佐（農林業センサス統計第１班担当） はい。それでは、農林業経営体調査の

調査項目の見直しにつきまして、資料２から資料の２－４でご説明させていただきます。 

資料２をご覧ください。農林業経営体調査の調査項目の見直しにつきましては、前回、

第２回研究会において、削除する項目、簡素化する項目、新規追加する項目、それから拡
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充する項目と分けまして、それぞれ見直し案を提起させていただきました。 

それに対し、委員の皆様からご意見をいただき、改めて政策部局と協議させていただき

まして慎重に検討し、反映することが適当と判断された事項につきましては、第２回研究

会で提起させていただいた資料に、必要な箇所を修正する形で、第３回研究会資料として

資料２－１から資料２－４ということで付けさせていただきました。 

反映できなかったご意見につきましては、その理由を最後の資料４に整理させていただ

きましたので、この後の議題で合わせてご説明させていただければと思っております。 

それでは、資料２－１をご覧ください。こちらは、削除する項目案ですが、前回、こち

らにつきましては特段のご意見はございませんでしたので、当初案のとおりとさせていた

だいております。 

次に資料２－２をご覧ください。こちらは、簡素化する調査項目案ですが、こちらは、

２ページ目と10ページ目の農業と林業に常雇いした人の調査項目を修正いたしました。２

ページ目でご説明させていただきますが、常雇いした人の人数の把握は、前回2020年セン

サスでは、人ごとに、性別と生年月を把握する項目としておりましたので、多くの常雇い

者のいる経営体であれば、たくさん書かなければならず、審査を行う市町村の担当者の皆

様にも多大なご負担をおかけしていたということもございまして、常雇いの合計人数を男

女別に把握した上で、その内訳として、男女別に５歳刻みの年齢階層別に把握する方法に

簡素化したいと考えておりました。 

ただ、調査の基準日が年度中の２月１日のために、年齢換算が大変だというご意見や５

歳刻みの年齢区分が果たして妥当なのか、もう少し刻みを大括りにできないかといった、

いずれも記入者負担の軽減につながる意見をいただきましたので、改めて検討いたしまし

て、施策や統計利用上必要な区分は５歳刻みとした上で、それ以外の区分については10歳

刻みで把握することとし、併せて、記入する区分先をわかりやすくするために、例えば、

15歳から19歳の区分見ていただきますと、平成17年２月から平成22年の１月までの方とい

った具合に、年齢の下に年齢区分に対応する生年月を挿入したいと考えております。 

簡素化する調査項目について、その他は当初案のとおりでございます。 

次に、資料２－３をご覧ください。こちらは新規追加する調査項目案ですが、こちらも、

前回、特段のご意見はございませんでしたので、当初案のとおりということでございます。 

最後に資料２－４をご覧ください。こちらは拡充する調査項目案ですが、１ページ目

（１）有機農業に取り組んでいますかという調査項目を修正しました。有機農業の取り組
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みの有無の項目につきましては、2020年農林業センサスと同様に、取り組んでいるかいな

いかのみを把握することを当初考えていましたが、有機農業といっても認証を受けた有機

農業と認証は受けていないが同等の農業を行っている有機農業があるので、それらを区分

する項目が必要なんじゃないかというご意見をいただきました。 

この有機農業に関する調査項目は、2020年センサスで初めて調査項目として追加した項

目ですが、回答者に定義がうまく伝わらず、一部、減化学肥料や減農薬栽培などが有機農

業として回答されていたようですので、定義が正確に伝わるような、注釈や調査票のデザ

インを工夫したいと考えており、加えて、こういった形で分けることで、回答者が調査の

定義に注意を払いながら記入でき、審査もしやすくなるというふうに考えておりますので、

取り組んでいるの中に、認証を受けているかいないかの区分を設けたいと考えております。 

その他の項目については、当初案のとおりでございます。 

資料の説明は以上でございます。 

○安藤座長 ありがとうございました。 

ただいまの事務局からの説明につきまして、ご質問、ご意見をいただきたいと思います。

また、前回の第２回研究会で出された意見についての事務局からの説明と回答が資料４に

ありますので、そちらの方もご参照していただければと思います。いかがでしょうか。ご

意見のある方は挙手をお願いします。 

○坪谷委員 新潟の坪谷です。減農薬、いわゆる特別栽培米の有機という括りになるので

しょうか。減農薬イコール有機ではないので、化学肥料を使わないというのが有機という

ふうに定義するとすれば、特別栽培米減農薬減化学肥料は有機に当たらないという記載が

ないと、単純にその除草剤だけ使わないから有機だと思いがちになるのではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○安藤座長 有機農業の定義を明示する必要があるというご意見ですが、いかがでしょう

か。 

○清水センサス統計室長 参考資料１の2025年センサスの調査票素案の11ページ目になり

ます。有機農業に関する調査項目がありますが、ここの右側に有機農業とはということで

注釈を書いております。科学的に合成された肥料及び農薬の両方を使用しない農業のこと

で、有機JASの認証を受けていない場合でも有機農業に該当します。なお、いわゆる減化

学肥料、只今のご意見のような減農薬栽培については、化学的に合成された肥料及び農薬

を使用した場合、有機農業には該当しません。としていますので、認証を受けていない場
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合であっても、化学肥料等を使ってないことが基準となります。この注意書きについては、

まだデザインが完成してないものとなりますので、回答される方に明確に伝わるよう工夫

したいと考えております。 

○坪谷委員 これの一番最後のところ、有機入化成肥料や有機配合肥料等というのが、有

機入りとか配合ということは、そうじゃない化学合成も一緒に使っているわけだから、こ

れらは該当しませんと表示できないでしょうか。ちょっとわかりにくいというか。 

○安藤座長 この文章表現の仕方について、検討をお願いしたいということですね。 

○清水センサス統計室長 こういうものが含まれませんということをはっきり伝えた方が

いいというご意見と承りました。 

○坪谷委員 最後まで読まずに、有機入り肥料ならいいと、勝手に解釈しそうな感じがし

ますね。 

○清水センサス統計室長 前回も坪谷委員からご意見をいただきましたように、自称有機

農業は含まれないんですよということが明確にわかるように、注意書きのところは工夫し

たいと思います。 

○坪谷委員 お願いします。 

○池田委員 群馬県の池田です。前回の意見を参考に、年齢の区分に、生年月を入れてい

ただいてありがとうございました。それに関連して、前回５歳刻みがいいのかどうか、ほ

かの委員からも出ていたかと思います。今回の案ですと、70代が10歳刻みになっていて、

これは健康寿命ですとか、平均寿命も延びておりますので、この部分も５歳刻みにしては

どうかと思います。 

○安藤座長 参考資料を見ると１行残っているようですので、１行程度は増やしても問題

ないように思いますが、いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 前回のご意見を踏まえて、少しでも調査票を簡素化したいとい

うことで、当初10歳刻みとしていたところを、施策上必要なところは５歳刻み、あと65歳

というところは年金との問題もあるので、そこは５歳刻みとし、それ以外は10歳にしたの

ですが、只今のご意見は70歳代についても５歳刻みにしたほうがいいのではないか、との

ことですが、スペースもありますし、もう少し全体の年齢も含めて検討させていただきた

いと思います。 

○安藤座長 75歳までは頑張って農業をされている方が多く、そこから先になると個人差

は出てくるかと思います。70歳以上の年齢区分についてはスペースのことも含めて検討し
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ていただければと思います。 

○橋口委員 橋口ですけれども、参考１について、先程ご説明のあった部分以外で前回

2020年から印象的に大きく変わっているように思えるのが、家族を聞く際に、以前は経営

主があってそのあと世帯員を連続して聞いていましたが、それが分かれて聞くようになっ

ていまして、これはレイアウト上の変更かもしれませんが、心配としてはそれにとどまら

ず、調査の欄が分かれることによって漏れが生じてしまうのではないかといった危惧を抱

かないわけにはいかないのですが、場合によっては、試行調査だとか、この調査の際の案

内ないし手引きでしょうか、このあたりで漏れがないように十分ご考慮いただければと思

います。分かれたことによって項目としてどうなのかと思ったのが、過去１年間に新たに

親の農業経営を継承というのが３ページ目にありますが、2020年の時は経営主が含まれて

いたので、それほど違和感なかったのですが、ここは経営主が外れてしまったので、新た

に親の経営を継承したのであればそれは経営主になってしまうのではないかというふうに

思いました。 

それから、レイアウトの変更にとどまらないことかもしれませんが、任意組織・任意団

体の場合は構成員を指しますということで、例えば、ぐるみ型の集落営農とかで任意団体

である場合には、かなりこの３ページの欄に多く人が登場して、それから18ページに書か

ないといけないですとか、記入欄が分かれれば分かれるほど、そういう問題が出てくる可

能性が高いのではないかと。 

これはレイアウト上いかんともしがたい場合は、実際の調査をする時点で、漏れがない

ように工夫ないし、そういうことの徹底をご検討いただければと思います。 

○安藤座長 経営主と農業労働力を分けたことによって、記載に漏れが生じる可能性が出

やすくなることが懸念されるということと、５年以内の農業経営の継承についてもこれで

よいかどうか考える必要があるということですね。この後、実際に使う調査票を詰めてい

きますので、今後事務局で検討するということでよろしいですか。 

それでは、池田委員お願いします。 

○池田委員 参考資料１の４ページの土地の部分ですけれども、従来、尺貫法を町とか反

とか畝とか記載されていましたが、今回からは除かれていますけれども、農業者の方で、

尺貫法が使い慣れている方が、この表記がなくなったことによって、混乱しないかどうか

少し心配です。これが１点です。 

それと、その隣の５ページ６ページの関係で、右側に品目コードがありまして、豆類の
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ところにその他の豆類とあり、ここの注釈が左下にありますが、せっかく書いてある注釈

がよく繋がらないこともありまして、例えば、「注１」や「※１」で繋ぐとか、同じよう

に工芸農作物を「注２」で繋ぐような形はできないのでしょうか。というのは、群馬県の

方では、枝豆の生産が非常に多くて、こちらでも書いて、６ページの方でも書いてしまっ

たという誤りが結構見られたことがありますので、そういった注釈がわかりやすく見られ

るような工夫をお願いできないかというのが２点目になります。 

○清水センサス統計室長 参考資料１についてですが、この調査票で固めたというわけで

はなくて、今日はイメージでお付けしたものです。まず、一つここでお伝えしたかったの

は、従来の調査票は注釈が非常に多く、職員が独自に作ったこともあり、非常に見づらい

ということもあり、今回は民間事業者に発注して、デザインを見直してもらいました。色

やレイアウトを含めてすっきりする形でやっていただこうと思っています。 

それから農業経営の項目とや農業生産関連事業の項目が混在していたので、はっきりと

区分し、また、前回の調査票では、林業については農業の調査票を読み替えてくださいと

なっていたところも、それぞれ区分して把握するようにしてもらったたたき台ですので、

この先、試行調査まではできないですが、本当にこの調査票で記入できるがについて民間

事業者に検証してもらいますので、只今いただいた橋口委員や池田委員からのご意見につ

いては気づいてないところでしたので、民間事業者に伝えながら、改善していきたいと考

えております。 

○林委員 今回の参考資料１のところの、13ページ目のところなんですけれども、４番の

ですね、保有山林における過去５年間の林業作業に該当と過去１年間実作業面積のところ

なんですけれども、注釈のコメントのところに「主伐」には立木で販売したものは含みま

せんと書いてあるんですけども、ちょっと、断言できなくて不安なんですけれども間伐に

関しては立木販売が本当にないのかなっていうのが気になりました。 

それがですね、もしありえた場合には何かしら記述を考えた方がいいのかなと思ってお

ります。以上になります。 

細かいところなんですけれども、そこだけちょっと気になりました。 

○安藤座長 ありがとうございます。 

今のご意見について、いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 林委員、ありがとうございます。 

この点については、この場で回答できませんので林野庁に相談したうえで、必要な修正



 

13 

を対応したいと思います。 

○林委員 もう１点、これは一応、過去に戻したのでそれで問題ないんですけれども、や

はりですね、あれですかね、いや改めてこの調査票を見させていただいて、林業経営に関

しての経営内部労働力の詳細というのは、林野庁としてもこれで構わないというご意見だ

ったのかということだけ再度ご確認いただければと思います。 

2015年に戻して2015年の記載をそのまま継続されてますので、基本的にはそういう理解

かと思うんですけれども、もう一度今一度確認をお願いしたいと思います。以上です。 

○安藤座長 林業労働力について、これでよいかどうかということですが、どうでしょう。 

○清水センサス統計室長 こちらについては既に林野庁と内容について確認した上で調査

票を作成しております。 

○安藤座長 はい。ありがとうございました。高橋委員、お願いいたします。 

○高橋委員 細かい点なんですけれども、先ほど年齢の区分けのところとか、10歳刻みと

か５歳刻みとかあったと思うんですけど、年齢に関する経済統計とかほかのところでもい

ろいろあると思うんですけど、今回の統計と他の統計を比較をする場面も多分出てくると

思うんですが、その際比較しやすい区分かどうかってところは、これはきっと大丈夫なん

ですよね。 

念のための確認なんですが５歳刻み10歳刻みだとほかの経済統計とも比較はしやすい印

象はありますけど、比較しやすい形なのかなとそこだけ細かい点ですけど。 

○清水センサス統計室長 ありがとうございます。 

他統計と比べるときにもそういった比較ができるような指標となる、60歳であったり若

いところの年齢とかは詳細にとっておりますので、あと65歳とかですね。その辺もしっか

りととっておりますので他統計との整合といいますか、比較についても問題ないのではな

いかと思っております。 

○高橋委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

○坪谷委員 新潟の坪谷です。例えば４ページの下の一番下の耕地以外とかハウス・ガラ

ス室等というところで、５ページの花き花木というところも、該当がない場合はゼロって

入れるのでしょうか。記載がないですよね。 

○安藤座長 販売してない人たちが記入をする場合、どうしたらいいかということですね。 

○坪谷委員 例えば７ページの家畜を飼ってない人は、どこにゼロって入れればいいのか。 

キノコその他のもそうですよね。ない場合はどのようにすればいいんでしょうね。 
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○清水センサス統計室長 この統計調査の全体に言えることなんですが、該当がある場合

に記入をお願いしたいということにしております。委員のご指摘のように、該当がない場

合は空欄のままにしておいてくださいという表現はないので、注意書きに書くのか、記入

例で書くのかを含めて検討したいと思います。 

○林委員 多分もうすでに過去に議論になったと思いますけれども、もう一度確認させて

いただきたいですけれども、経営形態のとこですね、各種団体のところが森林組合という

ようなカテゴリーになっていますけれども、森林組合がですね、普通のいわゆる通常、よ

く見られるような森林組合と生産森林組合とで、林業経営体の定義の該当の方でもですね、

普通の森林組合、施設森林組合とかだと、素材生産量200平米以上とか林業作業受託して

るとかそういうような定義から、林業経営体に該当するんですが、生産森林組合内の保有

山林面積の方から該当するということでかなり色彩が変わっていくところがあるんですけ

ど、やはりこの森林組合とは、その二つに分けていくっていうのが難しいものなんでしょ

うか。 

○清水センサス統計室長 森林組合の区分の話だと思いますが、根拠を少し整理しないと

この場で即答はできないのですが、只今のご意見の森林組合をさらに詳細に分けるという

のは現実的には難しいのではないかと考えますが、ご意見をいただきましたので、改めて

確認をさせていただきたいと思います。 

○安藤座長 実際の調査で使うことになる参考資料１については、皆さんも強い関心をお

持ちのため、多くのご意見をいただくことになりました。調査票については今後詰めてい

くということですので、この会議が終わった後で構いませんので、お気づきの点がござい

ましたら、事務局の方にメール等でご意見いただければと思います。そうしていただいく

ことで調査票がよりよいものとなり、よい調査を実施することができるようになりますの

で、皆さんのご協力をお願いいたします。 

〇安藤座長 それでは続きまして、次に議事（３）農山村地域調査（農業集落調査）につ

いて（案）を、事務局より資料の説明をお願いいたします。 

○清水センサス統計室長 議事の（３）にあります「農山村地域調査（農業集落調査）に

ついて」の内容について、「資料３」と「資料４」を合わせて説明させていただきます。 

この農業集落調査については、前回の第２回研究会において説明しましたとおり、前回

2020年農林業センサスにおいて、全国約14万の農業集落のうち約５万集落について、個人

情報保護の観点で市町村から調査対象者である精通者に関する情報を入手することができ
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ませんでした。こうした調査実施上の重大な課題を踏まえて、従来から実施してきた精通

者を調査対象者とする農業集落調査については廃止することを提案したところです。 

 この廃止の提案に対して、研究会委員から、一般論として法律と条令では法律が優先さ

れるので、統計法と市町村が定める個人情報保護条例の関係を総務省に確認すべきである。 

また、個人情報保護法が改正され、市町村が定める個人情報保護条例が共通化されること

を踏まえ、市町村の対応が改善される見込みはないのかについても確認する必要があると

の意見が出されました。 

 この意見を受けて、関係府省に確認した状況について、資料４の６頁以降に整理しまし

た。 

まず、１点目のご意見については、６頁の下段のとおり、各市町村に対して農業集落調

査の調査対象者である集落の事情に精通した者の情報提供を依頼している法的根拠は、統

計法（平成19年法律第53号）第30条第１項の規定「行政機関の長は、基幹統計調査を円滑

に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長

その他の執行機関、独立行政法人等その他関係者又はその他の個人若しくは法人その他の

団体に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。」の規

定となっていますが、総務省に確認したところ、「必要な資料の提供、調査、報告その他

の協力を求めることができる。」とされているとおり、市町村に提供の義務が生じるもの

ではないとのことです。 

 また、２点目については、７ページに記載しましたが、内閣府個人情報保護委員会事務

局に確認したところ、各市町村に対して農業集落調査の調査対象者である集落の事情に精

通した者の情報提供を依頼している法的根拠は、統計法（平成19年法律第53号）第30条第

１項の規定「行政機関の長は、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成する

ため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等そ

の他関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体に対し、必要な資料の提供、調査、

報告その他の協力を求めることができる。」であるが、総務省に確認したところ市町村に

提供の義務が生じるものではないとのことです。 

 このように総務省や内閣府にも確認しましたが、次回2025年センサス実施時に市町村か

らの情報提供の協力度合いが改善されることが望めない中で、個人情報保護の意識は益々

高まっていることを踏まえると、従来の調査方法による調査の継続は困難と考えています。 

 しなしながら、これまでの研究会において、竹田委員からは、「廃止ではなく、調査の
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やり方を変える、仕組みを変えて調査を継続することが重要」、橋口委員からは「調査の

廃止は致命的であり代替的に調査する手段を考える必要」との意見が出されたところです。 

また、各種の学会からも、農業系だけではなく歴史系、環境系、工学系、地理系と幅広い

分野の学会から調査方法を変えるなりして調査の継続を求める意見・要望が寄せられてい

るところです。 

 こうしたご意見を踏まえて、資料３に示しましたとおり、次回2025年農林業センサスに

おいては、農業集落調査を現行と同じ方法で継続することは困難ですが、前回の農業集落

調査の調査項目のうち、主だった項目を農林業センサスの農林業経営体調査（全国の農林

業経営体を対象とする悉皆調査）の調査項目に追加して、個々の農林業経営体にご回答い

ただくという方法で調査を実施することを提案いたします。具体的な調査項目については、

次ページに別添資料として調査票のイメージで付けております。 

 本日提案しました代替の調査方法については、従来の集落精通者に聞いていた調査方法

とは異なるため、メリット、デメリットがあると考えていますので、その点について説明

させていただきます。 

まず、検討が必要な事項としては、カバー率の問題があります。全国約14万の農業集落

のうち、農林業経営体がいる農業集落は約12万集落で全体の86％となっています。残りの

約２万集落（14％）についてはデータが把握できなくなりますが、このような農林業経営

体が存在しないような農業集落についても調査を継続する必要があるのかということは検

討する必要があります。仮に、調査の継続が必要となった場合にはどのような方法で把握

するのかということが課題となります。 

 ２点目の課題は、調査項目についてです。資料３の別添に示した調査票と、参考資料３

の現行の調査票を見比べていただくと、従来の調査項目に比べて、農業活動や保全活動に

関する項目を絞り込んでいます。全ての調査項目を追加できれば良いのですが、農林業経

営体調査票は元々10ページを超える調査票となっており、調査対象者の負担軽減の観点か

ら絞り込めるところは絞り込みたいと思って整理していますが、提案しました調査事項で

必要な調査項目が取れているのかについてはご意見をいただきたいと思います。 

 一方で、農林業経営体調査票で把握する調査方法には大きなメリットがあります。 

１点目は、従来の調査では、農業集落ごとの寄合の開催回数しか分かりませんでしたが、

代替案では農業経営体の参加数や、その出席率がわかります。 

また、２点目として、議題テーマごとに参加している農業経営体数やその属性（経営規
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模や経営内容など）が分かりますので、従来にない詳細な実態把握が可能となります。 

最後には、３点目として、従来の農業集落調査票での調査は、精通者１人の回答結果に

基づいて統計が作成されており、精通者に適切な者が選定されていない場合には、その申

告誤差がそのまま統計結果に反映されていた可能性がありますが、農林業経営体調査票は

複数の回答結果から統計が作成されるため、調査結果の審査がより詳しく実施できるため

申告誤差が抑制され、統計の品質向上にも寄与すると考えています。 

 このように今回提案しました調査方法の代替案は、単に調査結果の提供を継続するとい

うことだけではなく、これまで得られなかった新たな情報が得られ、統計の品質も向上さ

れる調査の拡充でもある代替案であると考えています。 

こうした点も併せて意見をいただけるとありがたく思います。 

 なお、本日提案しました、調査方法の代替案については、これで決定というものではあ

りませんので、委員の皆様からの意見を踏まえて改善すべき事項もあると思いますので、

そうした意見を踏まえて、次回12月上旬に追加で研究会を開催して取りまとめたいと考え

ています。 

○安藤座長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明につきまして、ご質

問、ご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。ご意見ある方は挙手していた

だければと思います。 

どうでしょう。竹田委員お願いいたします。 

○竹田委員 はい。ご説明いただきありがとうございました。 

まず、個人情報の件、総務省にも確認していただいたということで、重ねて御礼申し上

げます。 

そちらの方ではなくて、先ほどお見せいただいた調査票の方について幾つか、細かい点

もあるかもしれないんですけれども、ご質問等させていただければと思います。 

まず、調査対象に対する質問なんですけれども、2000年から、その調査対象の農業経営

体の表し方を、個人経営体と団体経営体という形にしたと思うんですけども、それを使う

とちょっとやや話しにくいので、その前の組織経営体の方の概念でちょっとお話したいの

ですけれども、その際に、この集落調査の項目っていうのは組織経営体にも、同様に聞く

というふうな理解でまずよろしいでしょうかということですね。 

家族経営体に聞くのは、ほぼ、家族が居住している集落のことについて答えるというこ

とになると思うんですけれども、組織経営体の場合、まず、その組織経営体が所在してい
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る農業集落のことについて聞くというところでよろしいかということと、その場合にその

組織経営体が組織として、いろんな会合に出てるのか、その経営体の経営主が集落の構成

員として出てるのかっていうあたりによっても回答が違ってくるかと思うんですけれども、

そのあたりについて、調査票はどういった形で考えられているのかということを教えてい

ただければというふうに、今の考えでいいんですけれども、教えていただければというふ

うに思っています。 

いくつかありますので、もしよろしければ先にちょっとお話してから回答いただければ

と思うんですが、そういう形で、座長よろしいでしょうか。 

○安藤座長 はい。それで構いません。 

それでは、今の点について事務局の方からご回答をお願いします。調査対象、特に、組

織経営体について、どういった回答が出てくることを想定されているのかといったあたり

がポイントとなるかと思いますが、いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 はい。ありがとうございます。 

この農林業経営体調査の対象である個人も団体もすべての農林業経営体、前回ベース

100万戸ぐらいありますが、そのすべてを対象にしたいと思っております。 

そのうち、竹田委員ご指摘の法人とか団体経営の場合、複数の集落で営農されているよ

うなことも当然あると思うのですが、今回、私どもが考えてるのは、その経営体が所在し

ている集落の寄り合いなり、地域活動について、参加されている部分についてお聞きした

いと考えております。 

それは、寄り合いの回数や議題を経営体として把握する場合には、複数集落に参加され

ていれば、それを延べ回数で聞くこともいいのですが、今回の経営体で聞く目的は、それ

をもとに、従来、農山村地域調査の農業集落調査で統計表を作っていた県なり市町村別の

寄り合いを行った集落数を階数別のレンジでカウントしたいと思っておりますので、そこ

に複数集落分のデータが入ってくると、従来のデータとは異なるデータになってしまうの

で、あくまでその経営体が所在する集落に関する寄り合いだったり地域活動の状況につい

て把握したいと考えています。 

○竹田委員 ありがとうございます。 

そこは素案のところにも、書いてあったと思いましたのでそのように理解して欲しいと

いうことで、もう一つの立場として、組織経営体として関わる場合と、その経営主が、個

人で関わる場合と、その寄り合いとかいろんな活動に関しても、いろんなパターンが考え
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られると思うんですけれども、そのあたりは、基本的にはその調査票に明示していただく

ってことになると思うんですけれども、基本的にその組織として出ている部分を答えてい

ただくのか、それとも経営主が個人としてその集落に住んでるわけですから、個人として

出る部分も含めるのかとかそのあたりがきちんと整理されると、より何を聞いていて前回

との連続性上どういうふうになるのかが、見通しが立つのかなというふうに思っているん

ですけれどもそのあたりはいかがでしょうか。 

○安藤座長 今の点について、いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 はい。少しここはまたご意見もいただきたいのですが、私が考

えていたのは、経営体に聞くのは、その経営主が経営体が所在する集落において、そこの

寄り合いに参加した状況を聞いて整理した方が、個人経営体と同じような考え方となり、

同じ集計ができますので、そういうふうに経営主として、そこの経営体が所在するところ

に参加している状況を聞いた方がいいと思ったのですが、そういうことでは聞けないとい

うご意見でしょうか。 

○竹田委員 聞けないというわけではないんですけれども、その組織の代表として参加す

る場合と、その組織の代表もその集落に住んでいる人なので、特にこう生活関連のことと

かは、個人として参加している場合もあるので、そのあたりが何をどう、どういう立場で

答えればいいかっていうのが、若干わかりにくくなって、結局出てきた答えっていうのが、

何を基にした答えかわからなくなるのではないかというところが、ちょっと懸念だったん

ですけれども、またこの辺りは、ちょっと込み入ったことでもありますので、次回でも構

わないんですけれども少し、論点として議論が必要かなというふうに感じているんですが。 

○安藤座長 ありがとうございました。 

組織経営体あるいは団体経営体の経営者の方が、その経営体を代表して、参加しなけれ

ばいけない寄り合いに出ている回数となるのか、それとも、経営者の方も世帯を形成して

いますので、その世帯の主としての寄り合いへの参加状況をたずねているのか、どちらな

のかをはっきりさせる必要があり、そうしないと、この回答が性格が異なるものが混在し

てしまうのではないかというご懸念が示されたということだと思います。この点はどうい

たしましょうか。今後検討されるということでよいでしょうか。 

○清水センサス統計室長 次回までにそこの点も整理をした上で、ご回答させていただき

たいと思います。 

○竹田委員 ありがとうございます。あともう少しあるんですがよろしいですかね。続け
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ても。 

○安藤座長 続けてお願いします。 

○竹田委員 もう一つ地域資源の保全についてなんですけれども、項目として書いていた

だいているんですけれども、その地域資源を一つに括られているんですが、これですと従

来からの活用方法等も見ていきますと、かえってこのデータはすごく使いづらくなってし

まっていて、何を保全しているのかっていうのがわからないと、利用する方も例えば森林

なのか、農業用用排水路なのかで多分使う人も目的も違ってきてしまうので、そこはちょ

っとご考慮いただく必要があるのではないかという意見です。 

それに関連してというか、続きになるのかもしれないんですけれども、その実行組合の

有無っていうのも、従来は入っていたと思うんですけれども、これを外された理由ってい

うのをお聞かせいただければというふうに思っております。 

最後なんですけれども、農林業経営体調査にこのような形で入れ込むっていうことにな

ってきますと先ほどもご説明があったと思うんですけれども、その調査票のボリュームっ

ていうことが、従来からずっと議論されていますので、基本的には増やす項目があれば、

逆にどこかを削るっていう方針でこれまでもこられたと思うんですけれども、今回こうい

った項目が入ることによって、その分、その他のものが減らされてしまうっていうことは

ないのかどうかっていう辺りについて、お伺いできればと思います。 

○安藤座長 ありがとうございました。３点ありました。この地域資源は少し大括りすぎ

るのではないか、これだと正確な分析ができなくなってしまうのではないか。次は実行組

合を入れなかった理由ですね。それから経営体調査に集落の寄り合いに関する項目が入っ

て分量が増えることで、調査票の他の部分に影響や支障が生じないかどうかということで

す。事務局の方いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 一つ目の地域保全の関係については、そういう意見もいただけ

るのではないかと思っていたところです。３点目のお話にも繋がりますが、経営体調査に

入れるので、もし削除できるところがあればそれは極力絞り込みたいという思いでしたが、

只今竹田委員からやはり資源ごとに取らないと、かえって連続性が取れないというご意見

をいただきましたので、ちょっとこの点については、次回までにもう少し検討させていた

だきたいと考えております。 

それから、実行組合の有無についてはどうするかということで、この点についても必要

だということであれば、先ほどのご意見と合わせて、全体の項目との関係もありますが、
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検討はしていきたいと思っております。 

ただ一方で、それを追加したら、今あるものを削除するのかっていうご指摘ですが、こ

ちらについては、今回の集落調査の項目を追加することによってその分何かを減らすとい

うことは考えておりません。 

そもそも、これまでの議論でお示ししたとおり、今回、調査票のレイアウトや、それか

ら常雇いの把握方法も含め、全体として相当の業務のスリム化、調査票のスリム化を図っ

ております。 

ページ数は増えていますが、それは、農業から林業までをすべてこの１枚の調査票で盛

り込むようにしてこのページ数ですし、全体として、これ以外のところは資料２でお示し

しているとおり相当簡素化を図っております。 

また、項目以外の簡素化もしておりますので、今回議論しておりますが、只今ご意見い

ただいた、例えば、地域資源のところを増やしたからといって何かその分無理矢理削ると

いうことは考えておりません。 

全体として調査対象者の負担や調査実施していただく都道府県、市町村の作業量をみて

も相当他の部分で簡素化を進めているので、無理矢理削るということなく、継続という意

味で、これまでの集落調査で把握していたものを、真に必要なものとしてここに入れると

いうことを、只今のご意見踏まえて検討したいと考えております。 

○安藤座長 このご回答でよろしいでしょうか。 

○竹田委員 はい。ありがとうございました。 

○安藤座長 それでは、他の委員の方々、いかがでしょうか。 

○橋口委員 それではよろしいでしょうか。聞こえておりますでしょうか。 

○安藤座長 はい。聞こえております。 

○橋口委員 複数あります。あまりうまく整理できてないかもしれませんけども、何点か

まとめて、お尋ねしたいと思いますが、一つは先ほど室長さんもご説明なさってたカバー

率の問題ということで今現在、2020年時点で農業経営体ゼロの集落が約２万あると。 

これについて、もしやはり調査をする必要があるとなれば何かまた考えるみたいなこと

をおっしゃったと思うんですけれども、この点非常に重要ではないかなと思っておりまし

て、（農業経営体ゼロの集落に対しては）どうやって、誰に、どういう形で聞くのかって

いうあたり、そのあたりはいかがでしょうか。 

あともう一つですね、お尋ねしたいのは、関連してなんですけれども、あくまでもやっ
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ぱり農業経営体の調査結果、なるべくそれが集落全体の状況を反映するようにというふう

に読み込んでいきたいってことあるかもしれませんけれども、あくまでも農業経営体の調

査結果ということであれば、例えば農業経営体が１しかないところというのはですね、や

っぱりどうしても結果を秘匿せざるをえないんじゃないかなという気もしますし、改めて

地域の農業を見て・知って・活かすデータベースのこれまでの秘匿状況を見ますと、経営

体が２以下だと、秘匿するというような扱いになってるようであります。 

このあたりのことですね、秘匿のことも含めて、どういうふうに対応の可能性があるの

かということをまず、お尋ねしたいと思います。 

○安藤座長 ありがとうございました、２点いただきました。 

この調査方法でカバーできない集落をどうやって捕捉するのかという点と、一つの集落

に経営体が一つしかないような場合、例えば集落営農が設立されていて、その集落には経

営体が一つしかないといったケースもあると思いますが、その場合、どのように調査結果

は公表されるのでしょうかという点の２点です。いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 先ほどカバー率の課題として農林業経営体がいないところにつ

いても把握が必要な場合があればどういうふうに調査をすればいいのかというところが課

題になりますということは申し上げたのですが、それが必要だということになると、次回

までに、具体的にその調査方法を提示させていただきたいと思いますが、やり方としては、

農林業経営体がいないところでも、いわゆる自給的農家といいますか、農林業経営体の外

形基準には達しないような農家の方が客体候補者名簿でわかりますので、その方に対して、

例えば、郵送調査をするというような調査を別途仕組まないと、農林業経営体ではないの

で農林業経営体調査には入らないのですが、例えば、そういう方法もあるのではないかと

いうことを考えております。 

それから秘匿の関係ですけれども、今回、農林業経営体調査票の中で、例えば、寄り合

いの回数の集計公表方法としては、一つは農林業経営体の調査報告書、現在、第２巻等を

出しておりますが、そちらの方で農林業経営体数を公表しておりますが、もしかしたら、

そちらの方の数は秘匿せざるをえないのかもしれないですが、一方で、従来から第７巻と

して公表している農山村地域調査の報告書の方は、集落としてそういう寄り合いをしてい

る集落があるかないかという数値であり、単位が集落数になるので、この集落調査につい

ては従来も秘匿はせずに出しておりますので、そういう整理の中で第７巻については集落

数としては、１人でもいれば公表ができるのではないかなということを考えていきたいと
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思います。 

○橋口委員 どうもありがとうございます。 

最初におっしゃった農業経営体がゼロのところについては自給的農家に調査をする可能

性があるというふうにおっしゃったんですけれども、自給的農家もゼロっていうところも、

あると思うんですが、その辺りも何とか追えるのか、それともやっぱりどっかでは全数調

査っていうことから、断念せざるをえないのか、そのあたりの見通しと、あと先ほどおっ

しゃったような客体名簿があるんであれば、最初からそっちを使って集落調査をするとい

うことだって、これは第１回の時に確か竹田委員が、そういった趣旨でご意見言ったって

こともあると思うんですけれども、そんなことも思った次第です。 

あと、秘匿のことについて言うならば、例えば市町村単位で寄り合いがあったというか、

経営体が寄り合いに参加した集落が10ありました、そうでない集落が５でしたとかってい

うことは言えると思うんですけども、これまで悉皆調査として農業集落調査をやってきた

場合には、この、例えばＡ集落で寄り合いが何回あった、Ｂ集落で寄り合いが何回あった

って、まさにこの各集落の状況が、把握できてきたと思うんですけど、それはできなくな

るということになってしまうんじゃないかなと思うんすけどそれでも、その項目だけは、

例外的に秘匿じゃなくして、経営体が仮に１でも公表すると、そういうような感じにそこ

はやっぱり集落調査の悉皆調査に代替するものだということとしては非常に重要な点かな

という気はするんですけれども、いかがでしょうか。 

○安藤座長 ありがとうございました。いただいた２点ですが、いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 まず、そもそも自給的農家も存在しないような集落というのも

当然あると思いますが、こういうところは調査しようにも調査対象者がいないので調査が

できないのではないかというふうに考えております。 

以前、農家が４戸以下のところは、農業集落調査の対象から外していたというようなこ

ともあったように思いますので、そういうことも踏まえて、さすがに自給的農家もいない

ところは調査対象から外れるかなというふうに考えております。 

それから、秘匿のところは先ほど申し上げたとおり、集落ベースの統計については、秘

匿せずに出したいと思っておりますが、再度確認して秘匿で出せないことになったらそれ

は統計が作成できないので、そうならないようにしっかりと検討したいと思っております。 

○安藤座長 橋口委員、よろしいですか。 

○橋口委員 ありがとうございます。後半の方は、経営体の方からすると、実際に自分が
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どれだけ集落の寄り合いに参加してるのかしていないのかっていうのは、ちょっとひどい

言い方するとさぼっているかさぼっていないかっていうことに繋がりかねないんで、むし

ろ経営体の方としてはかなり秘匿して欲しいようなデータのようにも思います。 

それから、農業経営体だけじゃなくて自給的農家もいない集落をっていうことだったん

ですけどそれがやっぱりどのぐらいの数あるかにもよると思うんですけど、それがどのぐ

らいあるかとかっていうことの、把握とかという点については、いかがでしょうか。 

○安藤座長 ありがとうございます。 

この調査方法では漏れてしまう集落の性格と申しますか、そうした集落はどのような集

落なのかを伺いたいということだと思いますが、いかがでしょう。 

○清水センサス統計室長 はい。冒頭、14万農業集落のうち農林業経営体調査で86％カバ

ーしているというふうに申し上げましたが、自給的農家もいないところは調査できないの

ですが、自給的農家がいる集落を入れると、全体の94.1％ぐらいはカバーできることにな

りますので、ほぼ前回の14万の数についてはカバーできるというふうに考え統計は作れる

と考えております。 

○橋口委員 ありがとうございます。 

それから先ほど農家点在地のことをおっしゃったんですが、確か1990年からは、農家数

が４戸以下かつ農家率10％以下だけども実態として、集落機能があるかどうかということ

を現場の実態に応じて判断して、農家点在地とするかしないかというのもあったと思うん

ですけれども、今おっしゃった自給的農家がいるところまで含めると90数パーセントだと

いうことなんですが、その残りのところがですね、実際集落機能が本当にないようなとこ

ろなのかどうか。実態としてこれまでも寄り合いはなかったのかとかですね、そのあたり

も検証の上ですね、そのカバー率の数値とともに、カバーできてないところが集落機能の

実態がどうなのかということも、一つ、検討の材料としていただければなというふうに今

思う次第です。 

あと、続けてよろしいでしょうか。すみません、申し訳ございません。 

○安藤座長 ありがとうございました。 

この調査方法では調査対象から落ちてしまう２万集落の詳細について、例えば農業地域

類型で都市的地域が多いのか、それとも山間農業地域が多いのかといったことも含めて、

次回の研究会になってしまいますが、その時に、詳細なデータをお示しするという宿題を

いただいたということにしたいと思います。事務局の方、よろしいですか。それでは橋口
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委員、続けてお願いします。 

○橋口委員 今日は、大変重要なご提起をいただいて、こういう代替案があるんじゃない

かということでご検討いただいて本当にありがとうございます。 

そういった、逆に言うとですね、これしっかり検討せよというご提案だと思いますので、

何点か続けて申し上げたいんですけれども。2020年の農業経営体数は約108万ということ

で、最新の農業構造動態調査で100万を切ってですね、このままの勢いが続けば、2025年

には80万台、場合によっては80万ぐらいになるかもしれない。そうすると14万集落で割り

ますと、平均で６ぐらいになるわけですけれども、ご承知のように農業経営体数別の農業

集落数の分布っていうのは、著しく農業経営体の数が少ない方に偏っておりまして、一番

農業集落数多いのはゼロのところということで、これさっきおっしゃった２万だと思うん

ですけれども、次に多いのは農業経営体が１っていう集落でですね。さらに次に多いのは

農業経営体が２っていう集落で、農業経営体数全体が減るのと同時に、農業経営体数がゼ

ロの集落、さらには自給的農家もいない集落というのがどんどんどんどん増えていく状況

にあるというのが予想されるわけなんですけれど、そうすると、自給的農家を追っていか

ないという点でいくと、そういう数がどんどん増えてきます。さらに自給的農家が落ちる

ところは集落の調査対象全体も減るということで、なかなか継続性、持続性のある調査と

は、ちょっと全体として言えないんじゃないかなっていう気もするんですけれども、今後

の見通しとしてですね、農業経営体数の減少、さらには自給的農家の減少ということも含

めて、こういう情報が取れなくなってしまう集落が、どのぐらい今後出てくるのか、差し

当たり2025年ですけれども、こんな辺りのことがいかがでしょうかということとですね。

重ねて申し上げていいのかちょっと別なことかもしれませんけれども、先ほど、メリット

として、これまではたった１人の人に聞いてたんだけどもこれから複数の人に聞くことに

なるので、むしろ品質向上するのではないかってことをおっしゃっていたんですけれども、

そうすると、２人に聞いても意見、意見じゃないですね、この回答が割れたときに、どっ

ちが正確なのかってことあります。例えば３人以上に聞かないとその品質とかですねそう

いう点の向上はなかなかはかりづらいかなというふうに思うんですけれども、農業経営体

数が３、あるいは自給的農家を含めても３、この辺りも含めてこう調査するということに

なるのかどうかっていうそのあたりの、見通しいかがですか。すいません主には農業経営

体数が減っていく、自給的農家が減っていくという見通しの中で、どうやって持続性を担

保するかってのがメインのご質問です。 
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○安藤座長 はい。ありがとうございました。 

今回こういう調査手法を導入しましたが、次の次は継続できないのではないか、そのあ

たりの見通しについてどうお考えなのかということが１点目でした。それから、農業経営

体によって回答が分かれた場合、どちらの回答を使うのか、経営体だけでは調査対象が足

りないので自給的農家まで含めてデータを集めて、より正確なデータとなるようにすると

いうことも考えられないかというご意見だったかと思います。いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 林業も含めた農林業経営体数が５年後いくつになるか10年後い

くつになるかということはこの場でお答えすることはできないのですが、一定の減少はす

るとしても、10年先でも当然すべてなくなるわけではないので、５年後の2025年、その次

の2030年で調査ができなくなるとかそういう状況ではないというふうに思っております。 

一方で、その集計方法については、議論の余地があると思うのですが、あくまで農林業

経営体の方は、それぞれの経営体調査票の数を集計するので、違う答えがあっても当然だ

と思えるところもあります。 

議題についても、人によって参加している議題は異なると思いますが、先ほど品質と言

ったのは、仮に、先ほど平均６、７とおっしゃいましたが、５戸の経営体ぐらいが、年間

に、１回～４回しか参加していないのに、一人の経営体だけが24回以上みたいなことに回

答があった場合に、これ審査としてはちょっとこれは疑わしいので照会すべきではないの

かということで、より正確な、その方に再照会して修正することができるっていうことも

あると思います。また、寄合の議題についても複数の農林業経営体に聞くので把握漏れが

防げるという風に思っています。 

それから集落の集計方法については、その３戸からどういうふうに作るかっていうのは、

今考えていたのは経営体が６戸、７戸おられたら、そのうちの最高の出席回数が農業集落

として開催されてる回数に近いと思われるので、その回数で第７巻の農山村地域調査の集

落の統計表を作成していきたいと考えているところです。 

あと、自給的農家に広く聞くのかというところについては、やはり基本は経営体に聞く

ということを今回の代替案にしたいと思っております。 

農林業経営体調査というのがすでに存在していて今後も継続するので、そちらで聞くこ

とにしたいと考えています。ただし経営体が１戸もいないという集落が２万あるというこ

となので、それが大きいか少ないかはありますが、もう少し広げて、農林業経営体がいな

いところについては自給的農家にお願いしながら補填すればほぼ94％はカバーできるので、



 

27 

そういう調査を仕組んでいきたいと考えているところです。 

○安藤座長 橋口委員、よろしいですか。 

○橋口委員 はい。ありがとうございます。 

ちょっと繰り返すような内容で恐縮ですけれども、今のご発言だと、ご説明だと農業経

営体がいればそこはもう一つでもいれば、その一つで調査終わりみたいな形で聞こえたん

ですけどそうすると、やっぱり集落全体のですね、寄り合いの開催状況とは大きなずれが

出てくる可能性もやはり高いんではないかなと思います。 

同時にやっぱり今後の見通しという点について言うならば、2010年、10年前の時点で、

農業経営体０だった集落というのはおそらく全国で１万4,000ぐらい。それが2015年に１

万6,000になって2020年には２万になってきたということでありますので、やはり将来的

には自給的農家に調査をするという割合がどんどん増えて、やっぱりその農業経営体調査

をベースとしつつも、それ以外に調査をかけるということであれば、これまでの農業集落

調査と、そんなに大きななんていうんでしょうか、二本立てになるという意味でですね、

そういうこととむしろ共通性があるのかなというふうにも思った次第です。 

それから、やはり先ほど広報のところで坪谷委員と山﨑委員が仰ってましたけれど、農

業者の割合が減ってくる中で、仮に一定数、農業経営体がいる集落であっても、集落全体

の中では非常にマイナーな存在だというところは、今でも非常に多いんじゃないかなと思

います。特に都市的地域は、当然そういうことが想定されますけれども、例えば、集落営

農がどんどん進んでるような平地農業地域でもですね、かなりの集落が一定数農業経営体

がいてもやはりそれが、例えば、割合でいくと10％未満だとかですね、そういったところ

がどのくらいあるのか、これはやっぱり地域別あるいは農業地域類型区分別に分布状況と

かを見て、それでもなお、これが農業集落の状況を把握できるというふうに経営体がそれ

だけしかいなくてもですねできるとか、そういう判断も必要かなというふうに思っており

まして、先ほどの農業経営体数がゼロや１というところも含めて実態、地域別の分布とか

っていうのを見る必要があるのかなっていうふうに思っております。例えば、山間部で過

疎化が進んでるところだと、割合としては、農業経営体が１しかない集落というのも相当

いっぱいあると思うんです。 

その辺りの分布状況も踏まえての最終的なこれで妥当かっていうことの結論になるのか

なと思いますので、せっかく代替案をお考えいただいたところ何か文句を言ってるような

ばっかりで本当に大変申し訳なく恐縮に思うんですけれども、もうちょっとそういったと
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ころまでのデータ、こういったのも含めてですね、全体として検討していただければなと

いうふうに思う次第です。 

ありがとうございます。 

○安藤座長 はい。ありがとうございました。 

農業経営体がいない２万集落の他に、農業経営体の数が大変少ない集落もかなりあると

いうことです。そのため、この方法で集めたデータの信頼性についてどう考えるかといっ

たことを検討するため、経営体数別の集落の分布状況等を整理していただき、次回の研究

会の時に、ご提示いただければと思います。 

また、そうした集落の分布のようなデータを用意すること自体が重要だと思います。今

後、もし、この方法で調査を実施する場合、その調査結果をどう理解するかにとって大変

重要な意味を持ってくると思います。この作業は少し大変かもしれませんが、事務局の方

にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

○清水センサス統計室長 ありがとうございます。 

先ほどご説明したとおり、農林業経営体がいない農業集落が２万あるのですが、その詳

細であったり、分布といったデータについては、もう少しこちらの方で整理してお示した

いと思います。 

○安藤座長 農業経営体が１つか２つの集落、特に１つしかないところでしょうか、そう

した経営体数別の集落がどのような分布になっているか、どの農業地域類型で多くなって

いるのかといった点も大いに関心があるところです。また、これは、この方法で調査を実

施した場合、その結果をどう読んだらよいかを考える時にも関係してくると思いますので、

そうした作業もできればお願いしたいと思います。 

○清水センサス統計室長 わかりました。ゼロのところだけではなく、農林業経営体が数

戸のところについてもどういう分布しているのかということも併せて整理させていただき

たいと思います。 

○安藤座長 橋口委員、よろしいですか。 

はい、それでは池田委員、お願いいたします。 

○橋口委員 申し訳ありません、安藤座長の今のまとめがちょっと聞き取りづらかったと

いうこともあるので、繰り返しになってしまうと恐縮ですけれども、今ちょっと確認する

と、2020年で、農業経営体がゼロは先ほどからおっしゃってる２万ぐらいですけれども、

１っていうところが１万3000ぐらい、さらに２っていうところが１万2000ぐらいあるわけ
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です。これは私としては非常に多い数だなと思いますけれども、そういうところで寄り合

いが行われていないかというとそうではなくてですね、現実に農業経営体ゼロのところで

もですね、あと自給的農家がゼロのところでもやっぱり寄り合いが行われていると、多分、

半分以上行われているんだと思うんです。ですからそういうことも含めてですね、全体を

地域別ということも含めてですね、明らかにしていただいた上で、検討の材料をですね提

供していただいた上で、検討ができればなということです。 

すみません繰り返して申し訳ございません。 

○安藤座長 ありがとうございます。より明確な形で宿題として出していただきました。

ありがとうございました。 

それでは、池田委員、お願いいたします。 

○池田委員 これまで県は農業集落の調査に携わっていなかったので、今回このような案

が出てきたということに対して、正直なところ困惑しています。具体的に農業集落という

単位が、もうすでに決まっているものなのか、それを踏襲するだけでいいのか、何かの見

直しが調査時点で必要なのかどうなのか、それは誰がやるのか、そういった部分について、

統計部門のセクションで対応しきれるのかどうなのかという不安をすごく感じております。 

もしそういったものを統計部門だけでやるのは、かなり難しいことになるのかなと思い

ますので、農政部なり、農協なり、何かそういった農業部門のセクションの協力がないと

なかなか調査自体を円滑に進めることが難しいのではないかというようなことを危惧して

おります。 

○安藤座長 ありがとうございました。この調査票で調査をする場合の実務がどうなるか

という点です。それぞれの農林業経営体がどの集落に属しているのかまで含めて、県の方

で全てを決めることになると、これはかなり大変な作業になるので、そのあたりの手続き

や実際の作業はどうなるのでしょうかということです。いかがでしょうか。 

○清水センサス統計室長 本日お配りしてます参考資料１をご覧いただきたいと思います。 

参考資料１で、2025年の農林業経営体の調査票の素案という資料ですが、ここの頭に基

本指標番号を記入することになっており、ここに農業集落がございます。この農業集落と

いうコードによって、この農林業経営体調査票で調査してきた色んなデータから集落別の

データを集計をしております。 

なお、こちらの農業集落の範囲に基づいてデータを集計しておりますが、農業集落調査

で農業集落を決めてるわけではなく、この農業集落の名称なり範囲については、農林業セ
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ンサスを行う前年になりますけれども、前回の2020年に使った農業集落の名称とその範囲

について、それぞれの都道府県、市町村に変更がないかという作業を毎回お願いしており

ます。 

只今、池田委員からのご意見にあったとおり、統計の部署ではそれができないので、お

そらく農政部門とか市町村の中で集落等を決めておられるところとの連携にはなると思い

ますが、いつもそういうところにお願いをして、統合とか名称変更になったものについて

は、最新のものに更新をしていただいて、それに基づいて、農業集落別のコードをふって

集計しておりますので、一番最後の農業集落の寄り合いとかいうところについて、「あな

たが所在する農業集落」といった場合には、調査票の１番頭にある名称が入りますので、

そこの集落についてご記入いただくということになると考えております。 

繰り返しになりますが、先ほどご説明しました農業集落の範囲については、５年１度毎

回、都道府県、県市町村を通じて前回のものを更新をしております。また、その際には是

非よろしくお願いしたいと思います。 

○安藤座長 よろしいでしょうか。 

○池田委員 前回の調査の時に、そのあたりの協力依頼の文書が統計担当部局の方にあっ

て、統計部局から農政部の方に依頼をするというような形がとられて、非常に農政部局の

協力が得られづらかったというような話を伺っておりますので、できましたら国の方から

農政担当部局の方にしっかりと協力を依頼していただけるとありがたいと思います。以上

です。 

○安藤座長 ありがとうございました。農業集落の連続性を円滑に確保するために、どの

ような形で都道府県に対して依頼を出すかという点は少し工夫をしていただくよう検討し

ていただければと思います。事務局の方からはよろしいですか。ありがとうございました。 

○林委員 すみません。よろしいでしょうか。林業経営体に関しては回答者が不在村であ

るケースが結構あるかもしれませんので、ちょっとそこの辺りとかなんかも検討してです

ね、どういうような形で回答を書いていただくのかっていう、ちょっと検討していただけ

ればと思います。以上です。 

○安藤座長 はい。ありがとうございます。 

この点も検討していただけるということでよろしいですかね。 

○清水センサス統計室長 先ほどの組織、団体のところなども含めて、住所と所在のとこ

ろと、回答いただくところの関係については整理したいと思います。 
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○安藤座長 よろしいですか。予定していた時間が来てしまいました。資料４についての

説明と申しますか、これについての意見交換はこれまでの検討で終了していると理解させ

てください。これで問題はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○橋口委員 誠に申し訳ございません。ちょっとこだわっていて大変恐縮なのですが、国

会でも、総務省さんあたりも含めて農水省さんの方と、もうちょっと相談する余地がある

のではないかとかいうような、そういったご回答といいましょうか、そういうようなこと

が話題になったというふうにお聞きしますので、そちらの方も完全になしということでは

なくてまだ、追求ないし検討、協力の余地があるのであれば、引き続きご検討をお願いし

たいと思います。 

○安藤座長 はい。ありがとうございます。 

これまでの集落調査ができればなんとか実施できる道を何とか探っていただけないかと

かというご意見でした。その点ついて事務局の方からお願いいたします。 

○清水センサス統計室長 その点については、只今、橋口委員からもありましたように国

会でも質問ありお答えしていますが、改めて総務省とも確認して、先ほど資料４にも整理

させていただきましたが、やはり義務がかかってない以上、個人情報のところについては、

市町村の判断に委ねられるということに変わりないですし、個人情報保護条例についても

共通化はされますが、農業集落調査の課題を具体的に示しながら相談したのですが、そこ

が改善されるという状況でもないということが確認されましたので、従来の精通者という

抽象的で明確な調査対象ではない調査方法が他にないという特殊なところで、苦労しなが

らこれまでやってきたのですが、前回の状況を見ると、次回2025年にそのままの調査方法

で継続した場合には調査ができない状況です。 

前回も５万集落は情報が得られなかったのですが、更に増えるということになって、先

ほど、農林業経営体調査では100％ではないかというお話もございましたが、94％位まで

カバーできるんですけれども、従来の方法だったらもうそんなレベルではなくて統計が作

れなくなるという状況も踏まえて、これまでもご説明したとおり、関係府省とも調整もし

ましたが、そこについては、やはり、従来の方法を継続するということは困難であると思

っていますので、そうするとデータが何もなくなるので、それでは、いろんな学会等から

も困るということもご意見をいただいていますので、それを踏まえると、一番多く全数で

調査かけられるのはこの農林業経営体調査ですので、この中で把握し、統計として継続し

ていくというこの方針について、今日もご議論いただきましたけども、12月に向けて是非
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この方向でご検討いただきたいと思います。 

本日いただいた意見について、我々としてもデータの整理、それから、調査項目の改善、

それからそのカバー率の問題、自給的なところまでどう把握するのか、１戸、２戸しか経

営体がいない集落をどうするか等、たくさんご意見をいただきましたので、この点につい

ては、12月まで１ヶ月なのであまり時間がないですが、調査方法等についてのご意見を踏

まえて改善をして次回までにお示ししたいと考えております。 

○安藤座長 橋口委員、よろしいですか。 

○橋口委員 申し訳ございません。確か今の室長さんのご説明、私も従来どおりの調査が

難しいってことはご説明賜ってますけれども、国会の議論は、ごく最近行われてそこで何

かまだ、総務省さんと協議の余地が、協議といいましょうか相談の余地があるかのような

お話だったというふうに理解したのでちょっと申し上げた次第でした。ありがとうござい

ました。 

〇安藤座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。実際の調査票の案も含めて

議論をしたこともあり、予定の時間を過ぎてしまいました。一応以上をもちまして、今回

の研究会を閉めさせていただければと思います。 

最後に議事（５）その他が残っていますが、事務局の方から何かありましたらお願いしま

す。 

○東課長補佐（農林業センサス統計第１班担当） １点だけご連絡になりますが、当初の

計画では、この後の研究会は、令和５年２月を予定しておりましたけれども、先ほど議事

の中でも少し触れましたが、臨時の研究会を12月６日火曜日の午後に開催したいと考えて

おります。 

事前に皆様にお知らせして、念のため５日の週と12日の週の２週分のご予定を伺ってい

ますが、締め切りまで数日ありますので数名の方からの返事がまだの状況ですが、お返事

いただいた方々は６日の午後で大丈夫ということですので、次回、第４回を12月６日の午

後に開催するように進めさせていただきたいと考えております。 

時間につきましては、本日と同じような時間帯でどうかと考えていますが、確定次第、

改めてご連絡させていただきたいと思っております。 

皆さんお忙しい方々ですし、お返事をまだいただいてない方で既に予定があるといった

場合も考えられ、その場合は欠席になってしまいますが、師走ということもあって、全員

が揃うというのはなかなか難しいと思っておりますので、そのあたりはご理解をいただけ
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ればと思っております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○安藤座長 第４回目の研究会を12月６日火曜日の午後に開催するということですが、よ

ろしいですか。 

それまでに今回の参考資料１の調査票素案等についてご意見ある方は、事務局の方に事

前にお送りいただけると、大変ありがたいです。ご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは本日予定されていた議事は以上ですが、他に皆さんの方から何かありますか。 

○橋口委員 時間も押して、予定過ぎているところ、大変申し訳ございませんけれども他

の委員の皆様方に、是非聞いていただきたく、一言発言させていただければありがたいと

思っています。 

本日は、全くと言っていいほど話題にならなかったんですけれども、前回の第２回研究

会では、農業集落調査の廃止を考慮するにあたって、利活用状況が問題だということが事

務局からご提起がありました。 

私自身は公的統計というのは広く国民に利用される公共財と言われておりますので、特

定の分野の利用状況をもって、廃止を検討するというのはそもそもいかがかなというよう

な思いもなきにしもあらずなんですけれども、一方で研究上の利用は本当にないのかって

言われるとですね、実際には、多くあるっていうことをですねご紹介したいと思います。 

前回の研究会では、事務局の方でお調べになったけれども十分な情報がないということ

でもありまして、今日はそのこと話題にしましょうというようなことでもありましたと思

います。 

この間、竹田委員がいろいろとお調べになっておられまして、先日、中山間地域フォー

ラムというＮＰＯ法人の、勉強会研究会がありまして、この集落調査の廃止問題をテーマ

にしていたのですけれど、その中で、全部の文書が検索できるものを中心に、つまり学術

論文が中心で書籍とかは把握できてないということですけれども、あとそのデータ自身も

ですね、著者みずからが分析に使用して、かつ近年のものに限ると、しかも限られた時間

の中で探してきても数十件ぐらいのですね研究成果があったというふうに、その中で紹介

しておられました。 

先ほども申しましたけれども、研究上の利用もかなりあるんだということを他の皆様に

も知っていただきたいと思って発言させていただいた次第です。 

なお、もう１点だけ付け加えますと、研究利用といってもですね、研究者が、自分たち
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の研究のためだけに、あるいは業績稼ぎのためということではなくてですね、深いところ

では農村の再生とか、地域の活性化とか、そういうことに貢献できればという思いでです

ね、多くの研究者が、そういうものを活用しているという点もですね補足させていただき

たいと思います。 

どうもありがとうございました。 

○安藤座長 ありがとうございました。よろしいですか。 

それでは以上をもちまして進行を事務局の方に戻させていただければと思います。 

本日は長時間にわたりありがとうございました。 

○中根センサス統計調整官 本日は貴重な意見をありがとうございました。 

本日いただきました意見につきましては、事務局で、今後検討させていただきたいと思

います。 

また、次回、追加の研究会の第４回目を先ほども申しましたように12月６日火曜日の午

後に予定しているところであります。 

具体的な時間につきましてはですね調整の上改めてご連絡させていただきたいと思いま

すので、お忙しいと存じますけれども、よろしくお願いいたします。 

それでは、最後に、当室清水センサス統計室長より一言ご挨拶を申し上げます。 

○清水センサス統計室長 本日は委員の皆様大変お忙しい中、長時間にわたり熱心なご意

見をいただきましてありがとうございます。 

本日は、広報、調査項目の見直し、集落調査ということで、３点を大きく議論していた

だきました。たくさん宿題いただいた部分もございますが、いただいた点については、し

っかりと検討して、先ほど申し上げたとおり、皆さんお忙しい中、12月にもう一度研究会

を開催させていただいて、本日お話しした集落調査の部分、それから高橋委員にお願いし

ておりますデータの高度利用の部分はまだ議論できておりませんので、12月にもう１回研

究会を開催して、皆さんから意見をいただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願

いします。 

座長からもございましたが、本日発言できなかった部分で意見がある方がおられました

ら、メール等で連絡いただければ反映したいと思いますので、本当にご遠慮なくご意見を

いただければと思います。本日は長時間にわたりまして本当にありがとうございました。 

○中根センサス統計調整官 それではこれをもちまして、第３回、2025年農林業センサス

研究会を閉会させていただきます。 
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皆様ありがとうございました。 

午後３時４０分閉会 


